
 

 

想定される基本的な論点（案） 

 

１．地域公共交通活性化再生法の計画制度等法的枠組みのあり方 

（１）地域公共交通をめぐる現状と課題を踏まえ、地域の実情に応じてどのように地域交

通の確保・利便性向上に取り組んでいくべきか。 

 

（２）地域の暮らしや産業にとって不可欠かつ基本的な基盤となる輸送サービスを持続的

に提供するためには、関係者（国、都道府県、市町村、事業者、住民等）の役割は

どうあるべきか。 

 

（３）協議会方式による法定計画制度の活用を促すとともに、計画に基づく事業を確実か

つ効果的に実施するためには、現行制度（網形成計画、再編実施計画、運賃等）を

どのように見直すべきか。 

 

（４）法定計画に基づき持続可能な輸送サービスの提供を図るため、地域において、事業

の改善に向けたマーケティング、目標設定、評価・モニタリング等をどのように行

うべきか。あわせて、支援のあり方について、どのように考えていくべきか。 

 

 

２．道路運送法の自家用有償旅客運送等制度のあり方 

⇒第３回目以降にご議論いただく 

 

 

３．MaaSの普及に向けた制度のあり方 

（１）MaaSの推進のための制度的な課題は何か。 

 

（２）月額制・定額制（サブスクリプション）を導入する場合の課題は何か。 

 

（３）地域類型に応じた MaaSのあり方があるため、制度的課題も地域類型に応じて考え

るべきではないか。 

 

（４）AIや IoT等の新たな技術・サービスを活用した MaaS等の新たなモビリティサービ

スの導入に当たっては、既存の行政手続きについて見直すべき点はないか 
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